
大
正
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年
六
周
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十
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目
第
三
一
種
郵
便
物
甜
可
戸
毎
月
一
回
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日
褒
一
付
}
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司
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畢
博
士
石
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興
二

ロ
ン
グ
プ
ィ

l
y
y
の
憤
値
論
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と
分
配
論
"
糧
問
昌
平
博
士
堀
経
夫

咽
凡

告晶
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我
困
の
市
町
村
義
務
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い
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・
・
き
御
率
土
小
山
田
小
七

金
魚
替
準
備
へ
の
再
吟
味
・
・
・
・
・
・
間
川
市
立
γ
士

松

岡

孝

兄

詮
券
資
本
主
義
一
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資
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構
造
・
・
・
空
怖
感
士
石
田
興
千

カ
ル
テ
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法
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望
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・
・
・
・
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刑
判
清
泉
士
磯
部
喜
一

競

売

貨
幣
の
慣
値
に
就
い
て
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・
・
・
・
丈
率
一
博
士
高
田

人
口
動
想
並
行
法
則
を
論
ず
・
・
・
・
・
師
団
漕
皐
士
三
谷

矯
替
相
場
の
愛
動
に
就
て
・
・
・
・
・
法
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十
士
正
井

附

録

新
着
外
国
経
済
雑
誌
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要
論
題
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ロ

Y
グ

ア

イ

1
p
r
の
債
値
論
と
分
酷
論

第
三
十
五
巻

六
五

第
五
時
制

玉
大

Iフ

ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
債
値
論
三
分
配
論

(
下
)

堀

経

夫

骨
賃
論

先
き
に
も
過
べ
だ
や
う
に
、

口
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
『
所
得
の
艇
の
正
し
き
れ
伊
析
が
な
さ
れ
特

由ハ
K
G
一
昨
一
の
順
序
は
、
情
一
地
代
、
消
・

4

利
潤
、
結
一
-
一
捧
貨
な
る
こ
と
い
ど
市
き
フ
と
し
た
。
一
向
し
ど
地
代
炉
端

に
考
察
さ
れ
に
の
は
、

そ
れ
が
債
値

l
l限
界
生
産
費
|
|
の
外
に
出
づ
る
も
の
と
者
倣
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

究
に
債
値
の
中
か
ら
利
潤
が
先
づ
控
除
さ
れ
た
の
は
、
自
由
競
争
が
完
全
に
行
は
れ
て
居
る
限
り
、
利
潤
の
大
さ

は
費
本
の
限
界
生
産
力
に
よ
っ
て
一
定
の
峯
に
定
ま
る
も
の

k
看
倣
き
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
〈
て
彼
に
あ
っ
て

は
、
債
値
の
中
か
ら
既
定
の
利
潤
が
控
除
さ
れ
た
後
に
磯
留
す
る
も
の
と
し
て
、
最
後
に
勢
賞
が
考
慮
S
れ
に
の

で
あ
る
。

か
か
る
考
へ
方
は
、
慨
に
明
か
な
る
如
〈
、
リ
カ
ア
ド
ク
読
の
考
へ
方
と
異
っ
て
居
る
。
リ
ノ
カ
ア
ド
ク
拳
恨
の

人
々
は
債
値
の
中
か
ら
、
先
づ
勢
賃
|
|
そ
れ
は
、
丁
度
官
ン
グ
フ
ィ

I
M
F
ド
に
と
っ
て
利
潤
が
理
論
的
に
勢
賃

よ
り
も
先
き
に
確
定
3
れ
得
る
所
得
で
あ
っ
た
や
う
に
、
彼
等
に
と
っ
て
は
其
の
生
存
費
説
よ
り
し
て
利
潤
よ
り

も
先
き
に
確
定
さ
れ
特
る
所
得
で
め
っ
七
の
で
め
る
ー
を
控
除
し
、
其
後
に
礎
留
す
る
も
の
と
し
て
利
潤
を
考

察
し
に
の
で
あ
る
。

y
カ
ア

γ
ヲ
の
流
を
混
h
U
T
W
Y

ク
ス
一
か
剰
飴
債
値
の
皐
設
を
唱
へ
た
る
こ
と
を
観
て
も
.
こ



の
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

以
上
の
営
然
の
結
果
と
し
て
、
ロ
ン
グ
プ
ィ

l
y
ド
一
か
勢
賃
に
闘
す
る
生
存
費
設
を
排
斥
し
た
る
こ
と
は
、
諌

め
推
測
さ
れ
得
る
酷
で
あ
り
、
又
事
費
で
あ
る
。
彼
自
〈
、

勢
賃
に
つ
い
て
次
の
や
う
な
準
設
が
遁
常
行
は
れ
で
居
る
。
即
ち
、
『
抽
労
働
の
債
値
は
、
他
白
十
有
ら
ゆ
る
品
物
と
同
じ
〈
、
生
産
費
に
依
存
す
る
。

そ
の
勢
働
者
並
び

r
普
遁
は
家
族
l
|
家
族
は
、

而
し
て
一
勢
働
者
の
生
産
費
と
は
、
彼
れ
の
自
然
的
又
は
人
鴛
的
諸
慾
望
に
隠
じ
て
、

の
人
口
を
保
持
し
、
且
ヲ
そ
の
国
民
が
増
加
入
口
を
要
求
ナ
る
か
或
は
静
止
人
口
を
要
求
す
る
か
に
従
ワ
で
、
人
口
を
調
節
し
得
る
た
め
に
、
必

要
な
る
も
白
で
あ
る
|
|
を
文
持
ナ
る
に
十
分
な
る
そ
の
額
を
指
ナ
、
』
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

z
d
L
R

は
戎
る
貨
物
の
償
値
が
生
産
費
に
よ
ワ
て
定
ま

そ
白
岡

る
こ
と
を
知
っ
て
肢
る
。

『
併
し
類
推
に
よ
ワ
て
こ
の
具
現
在
読
明
し
、

而
し
で
普
通
勢
働
者
の
生
産
費
の
何
た
る
か
を
授
丸
し
よ
う
と
寸
る
試

h

叩
は
、
勢
賃
と
い
ふ
が
如
き
重
大
問
題
に
と
っ
て
ほ
、
無
駄
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。

4

フ
住
虎
斑
」
と
い
ふ
言
葉
は
、

h
v
J

》
る
場
合
に
菰
用
AM

れ
た
同
日
目
、

間
平
に
北
時
的
の
も
の
に
す
辛
口
ぃ
r

ド
「
し
勢
働
者
白
川
計
賀
川
被
れ
時
生
新
賀
及
び
説
常
時
生
新
方
訟
に
依
存
す
る
mu

で
あ
り

J

で
白
被

れ
の
生
活
費
及
び
津
一
活
方
法
が
大
な
る
程
度
に
彼
れ
の
勢
貨
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
、
』
と
の
議
論
は
、
論
理
的
に
も
亦
事
質
問
題
と
し
て
も
誤

っ
て
居
る
。
勢
貨
が
減
少
し
て
凡
、
抽
労
働
者
は
た
だ
慰
築
ロ
聞
の
一
部
を
犠
牲
に
す
る
に
止
ま
る
場
合
が
あ
り
得
る
ζ

と
を
考
へ
れ
ば
、
生
存
費
設

の
訣
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
か
。

か
く
の
如
く
生
存
費
設
に
反
謝
し
た
る
彼
は
、

勢
賃
に
つ
い
て
衣
の
や
う
な
説
明
を
加
へ
た
。
即
ち
、

『
勢
働
者
の
良
質
労
賃
、
即
ち
生
活
の
必
要
品
及
び
慰
集
品
に
封
す
る
彼
れ
の
支
間
カ
は
、

そ
の
品
物
を
生
産
ナ
る
労
働
能
率
に
依
存
す
る
で
あ
ら
う
。
』

『
労
働
の
勢
賃
は
、
利
潤
牽
及
び
そ
れ
に
持
貨
が
支
出
さ
れ
る
そ
の
貨
物
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
勢
働
の
生
産
カ
に
依
存
す
る
。
』

『
私
が
主
張
せ
ん
と
す
る
総
で
は
、
抽
労
働
者
の
労
賃
は
彼
れ
の
畑
労
働
の
債
値
(
生
産
力
又
は
生
産
品
低
率
の
意
1

1
摘
さ
に
よ
ワ
て
定
ま
る
の
で
あ

っ
て
、
被
れ
の
自
然
的
文
は
後
天
的
諸
欲
望
に
ょ
う
て
定
ま
る
の
で
は
な
い
主
二
ζ

と
で
あ
る
J
』

こ
れ
等
の
章
句
の
中
に
は
、
少
く
と
も
三
つ
の
意
見
が
合
ま
れ
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
第
一
は
、
持
賃
は

利

潤

率

に

依

存

す

る

、

異

質

勢

賃

は

勢

働

者

の

消

費

す

る

貨

物

の

生

産

に

於

け

忍

一

労

働

全
〈
利
潤
率
及
び
そ
れ
に
労
賃
が
遁
常
支
出
さ
れ
る

と
い
ふ
意
見
、

第
二
は
、

ロ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
慣
値
論
と
分
配
論

第
三
十
五
巻

五
七

第
五
披

六
五

月

pp. 202-205 Cf. Longfield， ibid 
Ibid. p. 212. 

Ibid. p. 215・

Ibid. p. 206. 
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)
)
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ロ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
債
値
論
と
分
間
論

第
五
務

互L
i¥. 

第
三
十
五
巻

六
五
四

の
能
率
・
に
依
存
す
る
、
と
い
ふ
意
見
、
第
三
は
、
勢
賃
は
一
般
的
に
勢
働
の
能
率
に
依
存
す
る
、
と
い
ふ
意
見
で

あ
る
。
第
一
は
謂
は
ば
勢
賃
に
関
す
る
剰
能
債
値
設
で
あ
り
、
第
二
は
異
質
捧
賃
に
闘
す
る
生
産
力
説
で
あ
り
、

第
三
は
一
一
般
勢
賃
に
闘
す
る
生
産
力
説
で
あ
る
。
こ
の
中
重
要
な
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
第
一
一
説
と
第
三
詑

と
で
あ
る
炉
、
前
者
は
勢
賃
の
本
質
を
論
じ
、
後
者
は
勢
賃
の
大
さ
ぞ
論
じ
た
も
の
L
」、

い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で

め
ら
う
。
彼
は
こ
れ
等
雨
説
の
内
容
を
火
山
の
や
う
な
限
設
的
数
字
を
用
ひ
て
解
説
し
て
居
る
。
即
ち
、

司
令
俄
り
に
、
一
人
の
妙
働
者
が
、
一
年
問
、
地
代
を
生
ま
な
い
劣
等
地
白
一
耕
作
に
従
事
し
て
、
(
戒
は
二
府
正
曜
に
い
へ
は
心
一
人
の
勢
働
者

が
、
世
間
の
柑
刷
物
む
中
に
判
明
代
が
棋
院
市
計
諜
K
1
一
九
入
り
込
f
h
M
V
叫
川
m
U

叩
々
の
穀
物
の
症
艇
に
従
事
し
て
t

州
四
円
グ
ザ
オ
ダ

γ
砂
町
民
山
山
し
件
り
り
と
サ

上
。
然
ら
は
、
利
潤
を
一
割
と
す
れ
ば
、
被
れ
白
勢
賃
は
四

O
ク
ヲ
オ
タ
ア
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
』

『
若
し
も
剥
潤
率
が
一
割
で
あ
り
、
各
人
の
勢
働
が
相
等
し
き
債
値
を
有
し
、
而
し
て
各
貨
物
の
生
産
よ
り
平
均
一
年
の
間
隔
を
置
い
て
雇
傭
さ

れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
各
貨
物
の
債
格
の
中
、
ー
百
は
資
本
家
に
蹄
し
、
建
り
の
辺
口
は
肺
労
働
者
逮
の
聞
に
、
各
人
が
其
の
製
造
に
封
し
で
貫
献

し
た
る
抽
労
働
の
分
量
に
比
例
し
て
、
分
割
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
貨
物
の
債
格
は
英
の
生
産
に
使
用
せ
ら
れ
た
勢
働
白
分
量
に
比
例

す
べ
〈
、
勢
働
者
の
勢
貨
は
抽
労
働
の
生
産
カ

κ依
存
す
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
肺
労
働
者
が
よ
川
町
多
〈
を
生
産
す
る
に
際
じ
て
、
彼
等
は
よ
り
多
〈
を

受
領
す
る
で
あ
ら
う
。
』
勿
論
、
賓
際
に
於
て
は
、
タ
人
の
品
労
働

m
償
値
は
相
等
し
か
ら
ず
、
叉
生
産
と
腕
責
と
の
時
聞
は
不
同
で
あ
る
が
、
併
し

上
謹
の
原
理
は
そ
れ
に
よ
っ
て
少
し
も
害
は
れ
な
い
。

以
上
の
例
解
の
中
に
は
、
利
潤
(
又
は
利
子
)
に
闘
す
る
打
歩
読
又
は
時
差
設
が
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
彼

自
身
の
崎
労
働
債
値
設
よ
り
考
へ
て
や
や
不
可
解
な
賠
が
合
ま
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
備
ほ
彼
が
利
潤
(
又
は
利
子
)

を
で
な
〈
て
勢
賃
を
剰
傍
債
値
に
該
営
す
る
も
の
と
看
倣
し
た
る
こ
と
、
及
び
勢
賃
の
多
少
守
勢
働
の
生
産
力
の

大
小
に
依
存
せ
し
め
た
る
こ
と
は
、
略
ぽ
明
瞭
で
あ
ら
う
。

七
阿
主
所
得
聞
の
闘
標
貯
労
働
債
値
設
に
出
費
し
乍
ら
、

リ
カ
ア
ド
ヲ
な
ぎ
と
は
遣
っ
て
、
土
越
の
如
〈
地
代

Ibid. pp. 212-213・
Ibid目 p.214・

Cf. ibid. pp・ 214-216.

5) 
6) 

7) 



ー
利
潤
l
勢
賃
の
順
序
で
所
得
の
分
配
を
論
通
し
、
業
の
聞
に
利
潤
(
又
は
利
子
)
に
閲
す
る
打
歩
設
又
は
時
差
設

や
限
界
生
産
力
設
を
、
或
は
勢
賃
に
闘
す
る
剰
偉
債
値
説
や
生
産
力
説
を
|
|
偲
ひ
完
全
な
る
理
論
的
統
一
に
於

て
で
は
な
く
と
ち
|
|
|
創
唱
し
た
る
ロ
ン
グ
プ
ィ

1
Y
ド
は
、
最
終
の
講
義
(
第
十
一
詩
)
の
中
に
於
て
、

こ
れ
等

三
所
得
或
は
こ
れ
等
を
そ
れ
ぞ
れ
受
領
す
る
三
階
板
の
間
の
開
係
を
論
じ
た
。
彼
は
先
づ
三
階
級
の
利
害
関
係
相

反
論
に
し
て
リ
カ
ア
ド
ヲ
な

E
の
唱
へ
た
る
も
の
を
要
約
し
た
る
後
に
、

こ
れ
を
全
般
的
に
反
駁
し
て
目
く
、

『
併
し
事
賞
上
三
階
級
の
利
害
は
相
反
し
な
い
。
各
契
約
の
常
事
者
達
は
、
正
に
契
約
を
結
ば
う
と
ず
る
時
に
は
、
互
に
相
反
す
る
利
害
関
係
を
有

っ
て
居
る
。
蓋
し
各
々
は
出
来
る
だ
け
多
く
取
得
し
、
出
来
る
だ
け
少
し
輿
へ
ゃ
う
と
欲
し
て
局
る
か
ら
。
併
L
他
人
の
競
争
が
あ
る
た
め
に
、

と
円
相
反
す
る
利
害
関
係
が
軌
れ
か
一
方
の
損
害
を
結
某
ナ
出
向
ヤ
う
に
伶
用
ず
る
ζ

と
は
、
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
契
約
締
結
以
前
に

叫
ん
岬
は
、
組
て
の
常
事
者
は
、
交
換
の

3
的
吻
セ

'o
消
却
吻
が
最
L
U
D
丸
は
最
難
の
ガ
法
で
生
産
2
る
〈
啓
〉
」
'
と
に
つ
い
で
、
北
(
油
の
利
害
関
係

を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
し
引
。
』

か
か
る
漠
然
た
る
議
論
に
罰
し
て
は
、
吾
々
は
未

r理
論
的
に
そ
れ
が
正
し
い
か
否
か
の
判
断
を
下
し
難
い
。

そ
こ
で
吾
々
は
一
歩
を
謹
め
て
、
先
づ
地
代
弁
}
他
の
ニ
所
得
と
の
開
係
に
つ
い
て
の
彼
れ
の
所
読
を
観
る
こ
と
と

す
る
。
其
の
大
要
は
究
の
如
く
で
あ
る
。
郎
ち
、

一
所
得
源
と
し
で
の
地
伐
は
、
土
地
所
有
者
の
側
に
於
て
何
等
努
力
し
な
〈
と
も
増
加
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
地
代
は
、
『
枇
舎
の
進
歩
と
共

、、

に
、
人
口
白
増
加
が
食
物
獲
得
の
た
め
に
よ
り
劣
等
な
る
土
地
に
頼
る
こ
主
を
必
要
な
ら
し
め
る
か
ら
、
自
然
的
に
増
加
す
る
。
』
勿
論
農
業
上
の

諸
改
真
は
反
射
白
結
呆
を
主
む
で
あ
、
b
-
D
。
『
併
し
ζ

れ
等
の
攻
真
は
決
し
で
念
激
に
普
〈
採
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
英
の
普
及
は
綬
漫
で

あ
る
。
同
時
に
人
口
が
増
加
す
る
。
か
〈
で
一
白
原
因
が
他
白
原
因
を
相
殺
す
る
か

b
、
穀
物
の
債
格
は
殆
ん
ど
静
止
し
、
従
っ
て
今
中
一
層
型

富
な
る
生
産
物
を
一
一
謄
低
廉
に
産
出
す
る
と
と
の
出
来
る
優
等
地
は
、
よ
り
高
壱
地
伐
を
産
む
己
と
が
出
来
、
枇
舎
は
其
の
生
活
費
料
の
た
め
に

、、
よ
P
高
き
債
格
を
支
椀
は
さ
れ
る
こ
と
な
き
に
も
拘
ら
ず
、
地
主
の
所
得
は
増
加
さ
れ
る
。
』
之
を
要
ナ
る
に
、
地
代
は
、
枇
曾
白
一
蓮
歩
k
共
に
、

ロ
Y
グ
フ
イ

1
h
p
γ

の
慣
値
論
と
分
酪
論

第
三
十
五
巻

第
五
披

主正

九

六
五
五
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ロ
Y

グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
債
値
論
と
分
配
論

第
三
十
五
巻

六
五
六

第
五
一
披

ノ、

O 

仮
ひ
農
業
上
白
諸
改
一
良
あ
る
も
、
金
三
増
加
の
傾
向
を
宥
し
、
而
も
土
地
の
分
量
は
一
定
し
て
居
る
か
ら
、
個
h

白
地
主
は
愈
Ln

有
剰
な
る
地
位

に
置
か
れ
る
ζ

と
と
な
る

d

然

b
ば
ζ

白
地
主
階
級
に
封
ナ
る
資
木
家
及
び
抽
労
働
者
の
階
級
町
一
境
遇
は
如
何
で
あ
ら
う
か
?
悦
ふ
に
、
枇
舎
の
誕
歩
、
と
換
に
、
資
木
及
び
労

働
の
分
量
は
土
地
主
異
ヲ
て
盆
々
増
加
す
る
。
故
に
、
仮
ひ
利
潤
及
び
勢
貨
の
総
額
は
増
加
す
る
も
、
『
一
定
の
資
本
に
封
す
る
利
潤
及
び
一
人
の

勢
働
者
の
労
賃
は
減
少
す
る
で
あ
b
ぅ
。
』
こ
れ
は
真
理
で
あ
る
。
『
併
し
、
事
物
の
自
然
の
進
行
が
人
魚
的
誇
制
度
に
よ
う
て
妨
げ
ら
れ
ぎ
る
限

り
、
地
主
の
数
は
亦
増
加
の
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
同
一
堂
の
土
地
が
よ
り
多
数
の
所
清
者
に
分
配
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
各

階
級
閉
め
相
劉
的
境
遇
H
H

以
前
と
同
様
在
る
べ
〈
.
づ
ま
り
、
よ
り
大
な
る
入
費
が
土
地
の
地
代
代
止
ワ
で
、
』
り
大
な
る
人
数
が
資
本
の
利
潤

に
よ
り
て
、
嗣
し
で
上
り
大
な
る
人
般
が
彼
等
の
労
働
の
舟
貨
に
よ
っ
で
支
持
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
』

他
の
二
所
得
に
比
し
て
地
代
の
増
進
が
枇
舎
の
進
歩
と
共
に
一
層
著
し
い
こ
と

を
認
め
た
が
、
併
し
地
主
の
敷
が
増
加
す
る
i
l
l卸
ち
多
数
の
小
地
主
の
出
現
を
見
る
ー
ー
か
ら
、

の
所
得
は
さ
ほ

E
増
加
し
な
い
、
と
主
張
し
て
、
資
本
家
や
勢
働
者
に
劃
す
る
地
主
の
特
典
と
、

衡
の
破
壊
と
を
、
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

帥
ち
官
ン
グ
フ
ィ

l
y
v
は、

個
々
の
地
主

三
所
得
聞
の
均

夫
に
吾
々
は
利
潤
と
勢
賃
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
れ
の
所
設
を
観
る
で
あ
ら
う
。

あ
る

印
ち
、

其
の
大
意
は
衣
の
如
く
で

『
刺
潤
と
勢
賃
と
は
地
代
よ
り
も
一
一
層
重
要
な
る
宮
の
源
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
も
の
は
地
代
と
異
ワ
て
生
産
に
刺
戟
を
興
へ
る
。
故
に
一
方
が
他

方
を
侵
害
せ
ざ
る
限
り
、
雨
者
共
に
出
来
る
だ
け
高
い
乙
と
が
望
ま
し
い
。
』
先
づ
剃
潤
率
に
ヲ
い
て
考
へ
ん
に
、
今
仮
り
に
一

O
O
名
の
帥
労
働
に

よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
機
械
が
、
『
一
年
聞
に
一

O
名
の
附
加
的
勢
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
で
あ
ら
う
所
の
も
の
に
柑
常
す
る
政
金
を
生
産
す
る
、
』

と
す
る
な
ら
ば
、
利
潤
卒
は
一
割
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
乙
の
利
潤
翠
は
、
某
の
低
下
を
妨
げ
る
諸
事
情
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
資
本
の

増
加
と
共
に
盆
-n
低
下
す
る
傾
向
を
も
う
て
居
る
。
而
も
こ
の
傾
向
は
、
ト
資
本
家
の
所
得
の
低
減
、
ヒ
資
本
蓄
積
の
困
難
、
但
資
本
の
外
国
法

越
と
い
ふ
が
如
き
弊
害
を
件
ふ
左
共
に
、
他
方
資
本
の
現
在
債
値
と
将
来
債
値
と
の
差
を
僚

φ
な
b
し
む
る
と
と
に
よ
ワ
で
、
資
本
の
永
摘
的
投

Cf. ibid. p. 224 
Ib】d.p. 225 
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下
を
可
能
と
す
る
、
と
い
ふ
大
な
る
利
往
を
鷲
ら
す
白
で
あ
る
。

ム
突
は
労
賃
で
あ
る
が
、
抽
労
賃
は
利
潤
卒
に
反
比
例
す
る
か
ら
、
利
潤
事
干
の
低
下
主
共
に
増
加
の
傾
向
を
辿
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
b
な
い
。

た
だ
、
『
同
一
分
量
の
穀
物
を
皐
産
す
る
の
に
よ
り
多
〈
の
労
働
が
必
要
と
な
る
か
ら
、
同
一
分
量
の
勢
賃
は
以
前
と
同
量
の
穀
物
を
購
買
し
得

な
い
、
』
と
の
、
民
賞
勢
貨
の
減
少
に
閥
ナ
る
重
要
な
る
問
題
が
、
偽
ほ
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
減
少
は
農
業
上
白
誇
吹
頁
に
よ

U
J

で
緩
和
さ
れ
る
と
共
に
、
叉
製
造
業
に
於
げ
る
分
業
の
進
歩
及
び
機
械
の
採
用
|
|
其
の
縞
果
と
し
て
、
持
働
者
は
食
物
等
の
購
入
に
常
っ
て
蒙

る
領
夫
を
製
造
品
の
購
入
に
際
し
て
償
ひ
得
る
ば
か

P
で
な
〈
、
な
ほ
大
な
る
徐
裕
を
有
ヲ
に
至
る
ー
ー
に
よ
づ
て
却
ワ
て
増
補
せ
ら
れ
る
、
と

い
ふ
こ
と
を
考
「
れ
ば
、
『
事
物
の
向
然
の
進
行
と
共
に
、
人
口
の
噴
加
が
、
そ
れ
に
随
伴
ナ
る
線
て
の
結
果
を
以
で
し
て
も
、
労
働
者
に
と
ヲ

で
不
利
A

止
に
な
ら
う
と
は
、
思
ば
札
な
い
。
』
之
主
要
す
る
に
、
『
若
し
も
生
命
と
財
産
と
が
-
確
保
さ
れ
て
居
る
な
ら
ば
、
利
潤
卒
は
減
少
し
、
持

品，一

働
は
一
層
生
産
的
と
な
り
、
而
し
て
各
人
の
労
働
白
相
調
債
植
は
増
加
す
る
で
あ
ら
う
、
』
と
い
ふ
の
が
、
最
も
白
然
的
な
る
成
行
で
あ
る
。

一
定
の
慣
低
の
中
か
ら
分
配
3
u
る
べ
き
二
つ
の
所
得
、
郎
ら
利
潤
と
持
賃
ど
に
つ
い
て
、
前
者
の

減
少
及
び
後
者
の
増
加
の
傾
向
を
説
き
、
こ
の
傾
向
を
以
て
最
色
自
然
的
な
る
も
の
正
解
し
に
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
地
代
、
利
潤
、
及
び
一
勢
賃
の
相

E
開
係
に
閲
す
る
以
上
の
ロ
ン
グ
ア
ィ

1
Y
ず
の
師
字
誌
を
顧
る
に
、

ぞ
れ
は
結
論
に
於
て
リ
カ
ア
ド
ク
な
ど
の
準
設
と
相
隔
る
甚
古
遠
き
志
の
〉
加
〈
見
え
る
。
即
ち
そ
れ
は
非
常
に

襲
観
的
な
結
論
を
以
て
格
つ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
、
彼
れ
の
議
論
の
本
質
は
ソ
カ
ア
ド
?
な

ぎ
の
そ
れ
と
著
し
き
懸
隔
な
き
こ
と
を
看
取
し
得
る
で
あ
ら
う
。
何
故
な
れ
ば
、
彼
は
、
一
地
代
又
は
地
主
階
級

に
闘
し
て
は

y
カ
ア
ド
ヲ
な
ど
と
殆
ど
遥
庭
な
き
議
論
を
な
し
、
た
だ
種
か
に
小
地
主
の
増
加
と
い
ふ
一
事
ぞ
以

て
地
主
階
級
と
他
の
二
階
級
と
の
利
害
の
相
反
ー
ー
ー
こ
れ
は
彼
れ
の
認
む
る
所
で
あ
る
ー
ー
を
扮
飾
せ
ん
と
し
た

、、，ノ

る
に
止
ま
り
、
己
利
潤
a
p
」
一
持
賃
若
し
く
は
責
本
家
階
級
と
崎
労
働
者
階
級
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
其
の
利
害
関
係

の
調
和
を
積
極
的
に
主
張
す
る
こ
と
な
〈
、
た
だ
世
曾
の
準
歩
と
共
に
勢
賃
い
か
増
加
す
る
こ
と
佐
説
い
て
、

η
ノカ

印
J

り
彼
は
、

ロ

Y
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ロ
y
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
債
値
論
と
分
間
論

穴
五
入

第
五
時
抗

第
=
一
+
五
倉

ムノ、

ア
ド
?
な

E
の
畢
設
を
根
本
的
に
否
定
し
得
た
る
も
の
と
自
認
し
た
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
め
る
。
要
す
る
に
、

彼
は
実
の
三
階
級
利
害
調
和
論
に
成
功
し
七
と
は
必
中
し
も
言
ひ
得
な
い
の
で
ゐ
る
。

か
く
て
ロ
シ
グ
プ
ィ

l
y
ド
は
.
其
の
「
講
義
』
の
中
に
於
て
、
『
附
録
』
(
註
を
集
め
た
も

ε以
外
の
個
所
で
は
リ

カ
ア
戸
内
y

に
殆
ど
言
及
し
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
守
、
彼
れ
の
畠
誌
の
影
響
を
受
く
る
こ
と
最
も
大
で
あ
っ
仁
、
'
Y
]

言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
而
も
彼
は
、
債
格
の
決
定
に
つ
い
て
限
界
需
要
の
準
設
を
論
じ
、
利
潤
(
又
は
利
子
)
に
つ

い
て
打
歩
説
又
は
時
差
設
や
限
界
生
産
力
説
を
唱
へ
、
従
つ

τ分
配
を
論
争
る
に
常
つ
て
は
勢
賃
よ
ち
も
利
潤
を

先
き
に
取
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
し
、
又
勢
賃
に
つ
い
て
は
生
産
カ
識
を
裁
き
た
る
な
ど
、
粧
掛
畢
劃
史

に
謝
す
る
貢
献
は
頗
る
多
〈
、
こ
の
賠
に
於
て
は

y
カ
ア
ド
?
を
準
か
に
凌
い
で
居
る
。

而
し
て
吾
々
の
興
味
は
、

p
カ
ア
ド
ヲ
読
の
率
誌
と
こ
れ
等
の
新
華
設
と
が
、
ロ
ン
グ
フ
ィ

1
y
r
に
あ
っ
て

如
何
に
持
排
せ
ら
れ
綜
合
せ
ら
れ
た
か
、
の
貼
に
懸
っ
て
居
る
。
在
は
彼
れ
の
皐
説
の
紹
介
に
営
っ
て
特
に
こ
の

賠
に
留
意
し
た
積
り
で
あ
る
。
然
る
に
、
私
の
最
上
の
善
意
的
解
稗
に
も
拘
ら
守
、
彼
れ
の
韓
系
中
で
は
、
既
に

過
べ
た
如
〈
、
諸
々
の
準
設
が
未
だ
完
全
に
融
合
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
一
見
異
っ
た
諸
畢
設
を
集
大

成
し
て
一
段
と
進
歩
せ
る
新
経
樺
皐
膿
系
を
創
設
す
る
こ
と
、
ー
l
若
し
こ
れ
が
吾
々
の
任
務
の
一
つ
で
あ
る
冒
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
仕
事
は
ロ
ン
グ
プ
ィ

l
y
ド
な
ど
の
準
設
の
研
究
及
び
批
判
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
y

(
附
記
)
セ
リ
グ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
皐
設
は
、
彼
れ
の
後
任
と
し
て
ダ
プ
り
シ
大
串
干
の
経
務
準
教
授
と
な
っ
た
ア
イ
ザ
ク
・

パ
ッ
ト

(
{
E
E
出
口

F
岡
田
♂
岡
田
苫
)
に
よ
ワ
て
、
更
に
品
開
展
せ
し
め
、
b
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
ム
。

Cf. SeligmaI】， ibid. pp. II8-119・


